
(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）山口地方・家庭裁判所

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

１
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ロ
ロ
■
ロ
ロ
ロ
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ロ
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１
１

足蹴りにして割り，損壊させた。

〈

［ ’2行為の日時

3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺
｜

’ ’
庁舎内 ｜‐

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他 （ ）

4行為者

事件関係者 Ｉ

傍聴人 ’ －－．

不明

その他 （ ）
（

5被害者，被害施設等

裁判官 ｜｜~－
その他の職員 ｜’ 一‐ ‐

I

司法修習生 ｜ ‐

事件関係者辛

，

旺

傍聴人

｜職員の家族
｜庁舎

｜住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（ ）

6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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8裁判所の対応，

■次のとおり

その結果等

（ とおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）神戸地方裁判所

く

〈

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設

，

，

自傷

物品等の穀損等

■文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

■■■■■■■■■偽造し,行使した
もの

2行為の日時

■■I■■■■■■

■ず ■■■■■■■■■■■■■■■■
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3行為の場所

I
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他
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《

5被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他1■■）

｜
一

6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

｜
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一
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に対する報告書

那覇地方裁判所 ’
■■I■■■■■■■■■■

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他

１
１
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１
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|平手打ちをした。
Ⅱ
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日

’ 小突いた。
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| ’2 行為の日時

行為の場所

法廷，審判廷又はその

周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）
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’
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｜
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行為者

事件当事者

傍聴人

不明

ぞの他
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一

被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他
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行為に至る経緯

次のとおり

７
■ ロ別紙のとおり 口追完予定
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’

6 行為の態様及び被害の状況

■吹のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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8 裁判所の対応，

■次のとおり

その結果等の行為後の事′備

口別紙のとおり 追完予定□
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ｊ
日

０
Ａ
３

９
－
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３
５
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９

家
庶
２

地
く
成

野
平

長

最高裁判所事務総局総務局長殿

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 長野地方裁判所
’
１

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）

’
１
□
□
□
■
□
□
□
□
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| ■■■■3行為の場所
＝法廷，審判廷又はその周辺
庁舎内

｜ 裁判所構内
住居（官舎を含む。 ）
その他N |）L
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裁判所のその他の施設
物品，文書等
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6 及び被害の状況
口別紙 のとおり 口追完予定
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ｊ
日
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総
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裁
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９
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地
く
成
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長

最高裁判所事務総局総務局長殿

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 長野地方裁判所

■■ 一一 ＝

行為の概要
職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走
裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）
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行為の場所
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庁舎内
裁判所構内
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’6行為の態様及び被害の状況
■次のとおり 口別紙

■

のとおり 口追完予定
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7行為に至る経緯
口次のとおり

特記事項なし

口別紙 のとおり 口追完予定
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裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
次のとおり 口別紙 のとおり

８
■ 口追完予定
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最高裁判所事務総局総務局長殿一

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
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１
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行為の概要

鑿臺蚤蛎薯講琴鰄臺加害
自殺,‘ 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）

2行為の日時’｜口
3

I
Ｉ

行為の場所
法廷，審判廷又はその周辺
庁舎内
裁判所構内
住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■■■■）
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）一
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5被害者,被害施設等
裁判官
その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人
職員の家族
庁舎
住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品，文書等
その他
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6行為の態様及び被害の状況
■ 次のとおり 口別紙 のとおり 口追完予定

7行為に至る経緯
口次のとおり 口別紙 のとおり 口追完予定

特記争坐貝な'し
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
■次のとおり 口別紙 のとおり 口追完予定
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長野地家裁総第410号
（庶ろ－15-A)
平成29年3月13日

最高裁判所事務総局総務局長殿

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

て

く

鍾鐙
毎，○毎司

塗

シ

１
□
□
□
□
■
□
□
□
□

行為
職員
の概要
又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷
施識物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）

b

2行為の日時 ■■

3 行為の場所
法廷,審判廷又はその周辺
庁舎内
裁判所構内
住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■■■■）
働 凸

■■

4 為
件
聴
明

行
事
傍
不

者係
者
関
人

その他(■■■■■■■■）
申 印

一
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〕

’
被害者，被害施設等

言 ｡

裁判官
その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人

職員の家族
庁舎

住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品，
その他
文書等

）

ﾛ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

卜 や



6行為の態様及び被害の状況
■次のとおり 口別紙 のとおり 口追完予定

ウザ，
■

7行為に至る経緯
口次のとおり

特記事項なし

口別紙 のとおり 口追完予定

で

く

9備考



裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

宇都宮地方裁判所

ぐ

く

ノ

1行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

■それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設

,

,

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

■裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害』 ●

□その他（ ）

" ｵ

2行為の日時■■■■■■■■■■■■一
3行為の場所

’
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■■■■）

甲

4行為者

I
事件関係者

傍聴人
＝ ‐

不明

その他 (■■■■■■■）

● L

へ 勺

5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

■事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

ｰ

住居（官舎を含むb )

裁判所のその他の施設

物品，文書等
ウ ト 凸

その他(■■■■■■■■）
抄 一



一

6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

て

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

〈
9備考



/ﾒプ

(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

畠|期i目

い

（｝

Zg3, 1
－京＝一

、､妻g｡

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

■施設

３

９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■一~一~一~=－－－港書きがされ
た。

2行為の日時 ｜
’
’
一

3行為の場所

’
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他
. "

(■■■■■■■■■■■■）

''''''''''''''''''一=~J

4 行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他■）

5被害者，被害施設等

’
裁判官

色 4

その他の職員

司法修習生

事件関

傍聴人

係者

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品， ;文書等

その他

で日 ●1

(
● ‐

｜
、
一

ア



行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

６
■

口追完予定
I

行為に至る経緯

次のとおり

７
■

口別紙のとおり 口追完予定

■■

裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
次のとおり 口別紙のとおり

８
■

口追完予定
一一 ー－－

昭■ LPh■DHm

5三 三三 一－

9備考

(最総一）











9
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叢 ◆

・
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

那覇家庭裁判所

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害
その他

１
口
■
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■
’ |足蹴りし
'た。

訓
‐
’2 行為の日時 ’

| ，’
行為の場所

法廷，審判廷又はその

周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）
その他

3

’行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他

4

１
１

被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他

’5

l

ﾄ

|■

■＝
一・型

ロ豆斤

一

売毛1＝J零画了▽ 一
里一一一玉

2且3‘17



－為の態様及び被害の状況

のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

■ ■■■
’

行為に至る経緯

次のとおり

７
■ 口別紙のとおり 口追完予定

’

’

’ 一

１
１

’ ’

年

8 裁判所の対応， その結果等の行為後の事情
■次のとおり 口別紙のとおり ロ追完予定

’|■■■■■■■■

’
’

■I■ ‐

9 備考

(最総一）
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

蕊

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設

，

，

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

■裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

■■■■■■窃盗行為

へ

2行為の日時■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■「
3行為の場所

I
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他 (■■■■■■■■■）

■■■■■■■■■■

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他 ）

5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（ﾛ■■■■■■■■）

一
一
’
一

〃

膠o ←変
、

／

、そ
●

奄＝_ 一二



６
■

び被害の状況

□ 別紙のとおり 口追完予定

口追完予定

’－－－－
ロ

’

’

１
１
１

I

■■■■ ’
’

裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

次のとおり 口別紙のとおり

８
■

口追完予

配
｜ ｜
、

一 一

一一

■

｜

』

|｜ －－
|l －Ll
l9備考

｜ －一一 で三一一

－－－一 ’

(最総一）
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）広島地方裁判月

『

罫件陛

部に

舎を含イ

チ‘〕紬‘

Ｅ
グ

1 行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

□裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

｜
恥一

2行為の日時■■■■■■■■■■’
3行為の場所

I
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■■■■）

｜

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他(

｜
｜
・

■■■■■

■■■■■■■

，
１
口
１
．
６
ｆ
・
’
一
，
Ｐ
，
，
〃
・

巳
、
▲

、
鈴
糞
今
１
－
暑
弘
／
〆

宝
夕

蕊

棚

溌

封

Ｊ

聖

ｕ

Ｌ

‘
ｒ
刊
《
”
蟄
一
繁

甲
Ｊ
ｒ
忽
篭
瀦
一
ハ
●
》
》
礫
麗
八
．

夕

傑
Ｌ
蔦
＊

／
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(最総一）

6 ｲ丁為の態様及び披害の状況

口次のとおり 題別紙1のとおり 口追完予定

7行為に至る経緯

口次のとおり 圏別紙1のとおり 口追完予定

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

口次のとおり 園別紙2のとおり 口追完予定

9備考



(別紙1）
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(別紙2）
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